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大成町・光洋町地区

要望
番号

要　望  事  項 取 組 状 況 等
反映
区分

担 当 部 課

1 【凍結路面対策について】
　糸井南町内会

　令和元年度要望事項として小糸井1-5-10（ネッツトヨタ
樽前）と糸井69-5（ラーメン山岡家）間の国道36号線との
合流交差点前道路の凍結路面対策維持を要望させて
いただきました。
　市側の取組回答状況については、改修に向け検討す
る、それまでの間は冬期間の路面状況を確認して、凍結
路面防止剤などの散布を行って改善を図るという内容で
した。この3年間の状況を確認しますと、要望元年度に
ついては適切な対応がなされていましたが、以降路面
状況の把握（凍結路面発生にもかかわらず）がなされて
いない事と、それによる適切な対応がなされていないの
が道路状況から把握できます。（担当者変更による引継
ぎがなされていない）
　今一度、従前の回答内容を把握することから、住民目
線に沿った対応を望みます。

　御要望の路線につきましては、今年度改修する予定
でございます。また、凍結路面対策については、引き続
き凍結防止剤を散布するなどの対応を行ってまいりま
す。

【令和５年３月末時点回答】
　小糸井３号線の改修につきましては、令和４年11月ま
でに工事が完了しました。

B

B
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2 【道路清掃の対応について】
　糸井南町内会

　令和元年度要望事項として冬季滑り止め砂利ＢＯＸの
設置、散布による堆積物の発生等から清掃体制の確立
を要望させていただきました。市側の回答取組状況につ
いては今後、道路路面清掃の路線に追加して対応して
いく（書面記載はされていないが、当町内会の生活道路
は海岸線に近く、他地区から見ても砂等の堆積物が多
いことから、春・秋の2回行う）との内容でした。以降令和
2年度においては適切な対応がなされましたが、令和3・
4年度においては、町内会からの再要請により実施され
た現状となっています。
　道路維持課への要望においては、対応策への状況を
把握されていない面も見受けられました。
　再度、過去の要望事項を見直し適応な対応をされるこ
とを望みます。

　市道における道路清掃につきましては、ロードスイ
パーによる路面清掃のほか、雨水桝清掃や落ち葉拾い
などを実施し、適切な道路管理に努めております。御要
望の路線は、過去にも御意見を頂いておりましたが、来
年度におきましては、清掃時期や回数などの見直しを行
い、適切に対応してまいります。

B 都市建設部
　維持課
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4 【3丁目の街路灯取替えに関して】
　光洋町町内会

　6月に3丁目街路灯町内会設置No.16が切れたので、
交換をお願いして、交換は終了（7月7日）その前に、交
換の費用補助金を申請した所、予算が無くなったので
今回は出せませんと言われました。まだ7月なのに予算
が無くなり補助金が出ない、何時他の町内の街路灯が
切れるか分からない状態でいいのでしょうか？これから
先、市の対応についておきかせください。

　街路灯の取替につきまして、平成27年度に市でLED
灯に一斉交換してから7年が経過しますが、不点灯の
ケースが増加して想定以上に予算執行が進んでおり、
結果、町内会にご負担をお掛けすることとなり、大変申し
訳ございません。
　次年度以降に向けて、新規及び不点灯対応のバラン
スを考慮しながら、予算措置に臨みたいと考えておりま
す。

B 市民生活部
　市民生活課

3 【生活道路の改良補修工事について】
　糸井南町内会

令和元年度要望事項として当町内会内の未改良道路
である奥口自動車販売付近の道路整備を要望させてい
ただきました。市側の回答取組状況は、私道と公衆用道
路が輻輳する道路であることから、私道は所有者管理、
公衆道路については市での維持管理との返答を得てお
ります。権利所有の観点から、市での整備については難
しい面もありますが、地域住民の生活道路としての公共
性が高い（2事業省・8個人宅使用）こと、生活道路として
の基盤となる安全性維持の観点から、更に一歩前進し
た取組対応（土地の寄付・買い上げ）等による道路整備
を要望致します。

　御要望の道路整備につきましては、土地所有権の整
理が必要であるため、中長期的な期間を要しますことか
ら、引き続き現在使用している現道の維持管理を行って
まいります。

C 都市建設部
　維持課
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5 【会館修理の整備補助金に関して】
　光洋町町内会

　会館非常口の階段の修理に関して、老朽化に伴い設
置してありました。階段が壊れていて危ないので修理を
お願いして、5月に見積もりをお願いして、手すりも付け
て、308,000円。市に相談して、手すり両側必要ですかを
質問受けながら必要ですと話して8月に工事が終わりま
した。現在補助金を申請しております。
　それとは別に、会館内の誘導灯が切れて取替えが必
要になり再度補助金のお願いに行きました。補助金は1
回だけで、予算も無いので却下されました。これは前に
も聞きましたが、会館が古くなり色々の場所が壊れ修理
が必要です。これは光洋町だけの問題ではなく、他の町
内会の同様ではと思っています。誘導灯は、消防法で
交換をしなければなりません。待ってくれないのです。会
館を運営する上でとても不安です。補助金のアップもし
くは、2回、3回と出して頂けないものかよい返事をお願
いします。

　会館の整備補助金については、本市の総合福祉会館
等整備補助要綱により基準を定めておりますが、少額修
繕の対応を求める声を受け、平成30年度に5万円を上
限とした補助基準を設けたところです。
　町内会へ修繕予定の事前調査や、これまでの工事実
績を踏まえて予算を確保しておりますが、限られた予算
の中で多くの町内会に活用していただけるよう、申請回
数等のご協力をお願いしているところです。
　これまでも、予算執行状況により、必要性に応じた対
応も行っておりますので、まずは市民生活課にご相談い
ただくようお願いいたします。

C 市民生活部
　市民生活課

6 【2丁目公園の草刈り、公園内の一部木伐採、カラスの
巣撤去】
　光洋町町内会

　公園の草刈りをラジオ体操前にお願いしました。結果
上手に草が残り再度役員で草取りを行いました。聞く話
では他の公園は綺麗になっていたとか聞きます。基準と
かありますか。また業者でも違いは有るのですか。
　公園内の一部木の伐採をお願いしたいです。枝が一
部道路にはみ出しぶつかって危ない木があるので、また
松を伐採してほしいのですが。
　カラスの巣、撤去お願いしたい。昨年から有るのです
が、カラスが来ないとか大丈夫だとか、撤去してもらえな
い何故か良い連絡お願いします。

　公園の草刈りにつきましては、全ての公園において共
通の仕様書をもとに実施しておりますが、仕上がり状況
にムラがある場合も見受けられますので、お気づきの点
がございましたら、緑地公園課（32-6509）まで御連絡を
お願いします。
　御指摘の樹木につきましては、通行の支障とならない
よう、今年度中に剪定等を行います。
　カラスの巣につきましては、９月７日に撤去いたしまし
た。

【令和５年３月末時点回答】
　公園内の支障木につきましては、令和４年11月に伐
採・剪定を完了いたしました。

B

A

都市建設部
　緑地公園課
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7 【有珠の沢道線の街路樹に関して】
　光洋町町内会

踏切から三条通りに向かっての街路樹が道路に張り出
ていて、手押しの信号が風によって見えないし危ないの
で、一度確認して頂き枝を切ってほしいのですがよろし
くお願いします。

　御指摘の街路樹につきましては、９月８日に枝払いを
行いました。

A 都市建設部
　緑地公園課
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反映区分 記号 内容

提言等の趣旨に沿って措置したもの Ａ （１）質問、照会等の内容であり、回答によりその趣旨を満たしたもの
（２）意見提言の趣旨に沿い、現行制度等で措置し、提言等の趣旨を満たしたもの
（３）行政組織、各種団体等との連絡、調整等を要し、調整等により提言の趣旨を満たしたもの
（４）当該年度中に事業が完了し、提言等の趣旨を満たすもの
（５）その他上記に類するもの
※当該年度中に完了しないものは含めない。

実現に向けて努力しているもの Ｂ （１）実現に向けて努力しているが、現段階での提言の趣旨を満たしていないもの
　（例）
　・制度、情勢等の新設、改正等を要するもの
　・予算措置を要するもの
　・行政組織、各種団体等の連絡、調整等を要するもの
（２）国、道等の事務事業に係るもので、実現に向けて、市として要望、提案を行うなどしているもの
（３）事業に着手（当該年度中に着手予定を含む）しているが、当該年度中に完了しないもの
（４）その他上記に類するもの

当面は実現できないもの Ｃ （１）現時点では、実現することが難しいもの
（２）優先順位等を見極めながら、状況に応じて判断するため、現時点では見通しが立たないもの
（３）その他上記に類するもの

実現が極めて困難なもの Ｄ （１）市の行政にはなじまないもの
（２）実現が極めて困難なもの
（３）その他上記に類するもの

その他 Ｅ 反映区分の選択になじまないもの

「市政への反映区分」


